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資料２－（２） 

千葉県コンプライアンス基本指針における 利害関係者等に対する行動のルール 

総務部行政改革推進課 

千葉県コンプライアンス基本指針 （参考）国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程 

１ 経緯 

  平成21年度の不適正経理問題を契機に、千葉県職員としての心構えを定めた職員憲章として

制定（平成22年3月30日決定）） 

 

２ 行動のルール 

  ①７つの行動規範の１つとして「県民の疑惑を招く行為の禁止」を規定。 

  ②利害関係者との間の禁止事項等について具体的な基準を定めていないため、国家公務員倫

理規程を参考に運用。 

  <７つの行動規範>  

   ① 法令の遵守及び法令違反行為の隠蔽等の禁止 

   ② 適正な経理処理 

   ③ 説明責任（アカウンタビリティ） 

   ④ 県民の疑惑を招く行為の禁止   

   ⑤ 県民への誠実かつ公平・公正な対応 

   ⑥ 個人情報の保護  

   ⑦ 情報セキュリティ対策  

 

 

   ④ 県民の疑惑を招く行為の禁止 

     県職員は、自らの行動が公務全体の信用に大きな影響を与えることを常に意識し、県

民の信頼を損なうことのないように行動しなければならない。 

    ＜アクションポイント＞ 

     ア 県職員は、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的

な利益のために用いないこと。 

     イ 職務上利害関係のある者と接するにあたっては、会食、贈答品の授受、遊技等いや

しくも職の信用を失墜し、県民の不信、疑惑を招くような行為は厳に慎むこと。 

 利害関係者以外の者との間であっても、県民の不信、疑惑を招くような接待や利益

の供与を受けないこと。 

     ウ 官公庁間の接待及び贈答品の授受は行わないことはもとより、官公庁間の会議等に

おける会食についても、その必要性等に十分配慮すること。また、職員相互間及び

機関相互間の贈答品の授受についても行わないこと。 

     エ 業務上の関係者や有識者と情報交換を行う場合は、自己の行為が業務目的に合致す

るか、社会通念上許されるかを常に念頭において行動すること。 

 

 

 

１ 経緯 

  大蔵省接待汚職事件を契機に、疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、信頼を確保すること

を目的に制定（平成12年4月1日施行） 

 

２ 行動のルール 

（１）国家公務員倫理法 

  ① 利害関係者との間の行動に係る詳細な基準を定めることを倫理規程に委任。（5条） 

  ② 事業者等から贈与、接待等を受けた場合の報告を義務付け。（6条､7条､8条） 

  ③ 国家公務員倫理審査会において、懲戒処分の基準を作成（10条） 

（２）国家公務員倫理規程 

  ① 利害関係者を定義（2条） 

  ① 利害関係者との間の禁止行為等を具体的に規定。（3条､4条、6条） 

  ② 利害関係者と飲食等をする場合の届出を義務づけ（一定の金額・職位以上） 

 
   １ 禁止行為（倫理規程第3条） 
    ① 次の行為を行ってはならない。 
     ・利害関係者から金品等の贈与を受けること。 
     ・利害関係者から金銭の貸付けを受けること。 
     ・利害関係者から無償で物品等の貸付けや役務の提供を受けること。 
     ・利害関係者から未公開株式を譲り受けること。 
     ・利害関係者から供応接待を受けること。 
     ・利害関係者と共に遊技・ゴルフや旅行をすること。 
     ・利害関係者に要求して第三者に対して上記の行為をさせること。 
    ② 例外 
     ・広く一般に配布するための宣伝用物品、記念品の贈与を受けること。 
     ・多数の者が出席する立食パーティーにおいて、記念品の贈与を受けること。 
     ・職務上の訪問の際に、利害関係者から提供される物品を使用すること。 
     ・職務上の訪問の際に、利害関係者から提供される自動車を利用すること。 
     ・職務上の会議その他の会合において、茶菓の提供を受けること。 
     ・多数の者が出席する立食パーティーにおいて、飲食物の提供を受けること。 
     ・職務上の会議において、簡素な飲食物の提供を受けること。 
   ２ 禁止行為の例外（倫理規程第4条） 
     ・ 私的な関係がある利害関係者との間では、公正な職務執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそ

れがない場合に限り、禁止行為（利害関係者に要求して第三者に対してさせる場合を除く）を行う
ことができる。 

   ３ 利害関係者以外の者等との間における禁止行為（倫理規程第5条） 
     ・ 利害関係者に該当しない事業者等から、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は

財産上の利益の供与を受けてはならない。 
     ・ いわゆるつけ回しをしてはならない。 

 

（３）人事院規則22-1（倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準） 

違反行為 懲戒処分の種類 

１ 各種報告書を提出しないこと 戒告 

３ 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること 免職、停職、減給又は戒告 

10 利害関係者から供応接待（飲食物の提供に限る）を受けること 減給又は戒告 
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